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研究成果の概要（和文）：本研究では、両大戦間期のフランス移民政策を、国内外のアクター間の交渉に焦点を
あて検討を行った。この考察を通じて、1920年代から30年代にかけて移民政策や移民問題をめぐり政策当事者の
認識に変化が見られたこと、賃金や待遇の平等原則を盛り込んだ二国間協定には社会的包摂という点でみれば意
義を指摘することができること、恐慌期において実施された外国人労働者の規制に二国間協定が一定の影響を及
ぼしていたことが明らかとなった。また、同時期のフランスの移民政策は経済的・政治的情勢だけでなく、移民
送り出し国政府や国際機関の動向と密接に関連していたも明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：This study examined the process of implementing French immigration policy 
during the interwar period, focusing on negotiations with domestic and foreign actors. Through the 
study, we found that there were changes in the perceptions of policy makers regarding immigration 
issues and immigration policy from the 1920s to the 1930s, that bilateral agreements that included 
the principle of equality in wages and treatment played an important role in social inclusion of 
foreigners, and that the existence of a series of bilateral agreements concluded in the 1920s was 
evidently linked to the suppression of discriminatory measures taken against foreign workers during 
the Depression. It also became clear that French immigration policy during the same period was 
closely related not only to the domestic economic and political conditions, but also to trends in 
the governments of the sending countries and international organizations.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
まず学術的意義として、フランスの移民政策に関して、先行研究では、主として第二次世界大戦後の分析が中心
であったのに対して、戦間期を対象とすることで、移民政策に見られる第二次世界大戦前後の連続性と断続性を
解明することが可能となる。またフランスの政策当事者だけでなく、移民送り出し国や国際機関の活動も分析対
象とすることで、　一国史の枠組みを超えてグローバル・ヒストリーの視点での検証が可能になる。社会的意義
に関して、ヨーロッパ諸国のなかでも早い時期に労働者を国外から受け入れたフランスの経験は、外国人の受け
入れを拡大しつつある日本に多くの示唆を与えると考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 フランスでは、少子高齢化が他の先進諸国よりも早期に進行し、19 世紀後半になると、工業
化に必要な労働者の国内での調達が困難となった。以降、移民ないし外国人労働者はフランス経
済において重要な役割を担ってきた。近隣諸国から雇用機会を求めて個人的に入国する移民も
多く見られたが、第一次世界大戦期には、諸外国政府との交渉を通じて、外国人労働者や兵士の
組織的な動員が実施された。戦後も労働力不足から外国人労働者の雇用は増大し、以降、移民や
外国人の募集、雇用、管理に関する諸制度は漸進的に制定されてきた。 
 フランスの移民政策に関して先行研究では、国民国家の形成、共和主義理念の検討という関心
から成果が蓄積されてきた。そこでは、外国人の入国や滞在を制限、規制する強権的な国家とし
て国家像を捉えることが通説とされてきた。また使用者団体や企業に対して、低賃金、かつ劣悪
な待遇で外国人を雇う搾取主体というイメージが強調される傾向にある。しかしながら、近年の
経済史研究の成果に目を向けると、第一次世界大戦期から 1920 年代 30 年代にかけて、社会経
済分野に対する国家介入の対象は拡大し、また経済の近代化の過程で産業や企業の形態は大き
く変化したことが提示されている。要するに、国家と企業に対する旧来の固定的なイメージを乗
り越え、政策アクターごとの活動を踏まえたより実証的な政策分析が課題となる。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、両大戦間期のフランス移民政策を、諸アクターの利害関係の分析を通じて明
らかにすることである。とりわけ国家や企業に対する従来の固定的な理解を超えて、国内外の諸
アクター間の密接な連関に重点を置いて移民政策に関するネットワーク形成を考察することを
課題とした。 
 
３．研究の方法 
 研究の方法としては、コーポラティズムや経営者団体に関する経済史研究の成果を移民史研
究に接合することを試みた。また、先行研究の調査に加え、フランス国立文書館、フランス国立
図書館、フランス外務省文書館、国際労働機関資料室といった海外の文書館や図書館において一
次史料の収集を行い、実証分析に努めた。 
 
４．研究成果 
（1）両大戦間期フランス移民政策の思想 
両大戦間期フランスを代表する移民問題の専門家であるウィリアム・ウアリド（William 

Oualid）の思想を検討した。経済学者であると同時に法律家でもあったウアリドは、国民経済評
議会のような国家機関のメンバーであっただけでなく、人権連盟やユダヤ教長老会議などにも
参加していた。国内外で移民に関する講演を数多く行っており、その講演録を始めとする一連の
著書や論文を分析対象として研究を進めた。この分析を通じて、移民問題に対するウアリドの認
識は、1920 年代後半になると変容し、それに伴い、彼の移民政策構想も変化していったことが
明らかとなった。 
 

（2）移民に関する二国間協定の意義 
1920 年代にフランスがイタリアやポーランドのような移民送り出し国と締結した二国間協定

を検討した。二国間協定については、外務省がその締結に中心的な役割を果たしていたが、本研
究では、労働省、農業省などの関連省庁、経済界、労働界が移民に関する二国間協定に対してど
のような働きかけを行っていたかを考察した。フランス・イタリア労働条約、フランス・ポーラ
ンド協定では、賃金と待遇の平等原則が採用され、外国人の社会的包摂という点でみれば、第一
次世界大戦前と比べて制度面における一定の成果を指摘することができる。また、両大戦間期に
は他にも移民に関係する多くの協定や条約が存在していたことを踏まえ、各協定の特徴を抽出
した。 
 

（3）恐慌期における外国人労働者の規制 
1920 年代に制定された移民に関する二国間協定が 1930 年代の恐慌期の政策に及ぼした影響

を検証した。先行研究では、失業の増加に伴い、外国人労働者の入国制限や雇用規制が行われた
ことは示されてきた。しかし、1920 年代の二国間協定が恐慌期にどのように維持されたのかと
いう問いについては十分に説得的な回答が提示されていない。本研究では、主に外務省文書を手
がかりとして、外国人労働者の規制に対する二国間協定の影響を考察した。分析を通じて、二国
間協定の存在が外国人に対する差別的な措置を抑制する役割を果たしていたことが明らかとな
った。 
当初、本研究の期間は 3年を予定していたが、産休、育休を取得したことから、最終的に 7年

間となった。また、コロナ禍が重なったこともあり、当初の計画通りに、海外に史料調査に行っ
たり、国際学会に参加したりすることは困難となった。このような研究上の制約が生じたとはい



え、上記のとおり一定の成果をあげることができた。未発表の部分については、国内外の学会で
報告し、できるだけ速やかに論文や著書として公表できるように努める。 
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